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7子育て支援施設 

 ①保育施設 

 

 

 ■保育施設の概要 

No 施設名 併設施設 
建築 

年度 
構造 地上 地下 

施設延床 

面積（㎡） 

耐震化実施状況 

耐震診断 耐震改修 

1 通保育園 － S40 W 1 － 288 未実施 未実施 

2 東深川保育園 － S49 RC 1 － 827 未実施 未実施 

3 みのり保育園 － H19 S 1 － 1,334 実施済み 不要 

4 三隅保育園 － H17 W 1 － 1,659 実施済み 不要 

5 日置保育園 － S49 S 1 － 800 未実施 未実施 

6 黄波戸保育園 － S53 RC 1 － 624 未実施 未実施 

7 菱海保育園 － H6 RC 1 － 785 実施済み 不要 

8 向津具保育園 － S60 RC 1 － 316 実施済み 不要 

9 俵山幼児園 － S39 W 1 － 311 未実施 未実施 

10 宗頭幼稚園 － S63 S 1 － 430 不要 不要 

 全体 
     

7,374 
  

 

■市内配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7‐①保育施設‐（1）保育園、幼稚園、こども園 
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■関係する分野別計画等 

 ●子ども・子育て支援事業計画 ●長門市障害者プラン（第 4期障害福祉計画） 

 ●長門市市有施設耐震化整備方針 

 

■保育施設の第 1次アクションプラン 

No 施 設 名 

建

築

年 

度 

経

過

年

数 

施

設

評

価 

実  施  計  画 

H28 H29 H30 H31 H32 

1 通保育園 S40 50 ④ 継    複合 

2 東深川保育園 S49 41 ③ 継 廃止 解体   

3 みのり保育園 H19 8 ① 継     

4 三隅保育園 H17 10 ① 継     

5 日置保育園 S49 41 ④ 継  更新 廃止・解体  

6 黄波戸保育園 S53 37 ④ 継     

7 菱海保育園 H6 21 ② 継     

8 向津具保育園 S60 30 ② 継     

9 俵山幼児園 S39 51 ④ 継  複合   

10 宗頭幼稚園 S63 27 ② 継     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大型施設の更新に活用可能な財源等 

施設名 種類 活用可能な財源 

通保育園 複合 起債（過疎債） 

東深川保育園 撤去 起債（合併特例債） 

日置保育園 更新 起債（合併特例債） 

俵山幼児園 複合 起債（合併特例債） 

☆前表の第 1次アクションプラン（H28～H32）の標記内容 

継 継続利用する。 

 

複合 通保育園、俵山幼児園：移転先で複合化を行う。 

 

廃止 解体 東深川保育園：機能を廃止し解体する。 

 

更新 廃止・解体 日置保育園：建築後、廃止し解体する。 
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■第一次アクションプランの個別方針 

（1）保育園、幼稚園、こども園 

サービス提供

の方向性 

・保育施設として 10施設を保有・整備しており、公立保育所は、セーフティ

ネットとしての役割をはじめ、多様化する保育ニーズに的確に対応でき、地

域の子育てを支援する役割を効果的に発揮できるよう、可能な限り多様化を

推進する。 

建物の方向性 ・耐震化のある施設は、引き続き、現状建物を維持する。 

・築 40年以上経過している施設については、非耐震化はもとより経年劣化も

顕著に見受けられることから、今後の利用見込者数を見極め、順次施設の更

新を行い、園児の安全・安心を確保する。 

・東深川保育園は、経年劣化が進んでいるため、廃園し解体・撤去とする。 

更新時の方向

性 

・築 40年以上経過している施設については、廃止・更新・複合化を検討する。 

・日置保育園は、旧日置支所庁舎（西側庁舎は検討）跡を建設用地として検

討するとともに、建築後は、解体・撤去する。 

（複合化・多様化の考え方） 

・通保育園は、複合施設として通小学校への移転を検討する。 

・黄波戸保育園は、複合施設として神田小学校への移転を、2次アクションプ

ランで検討していく。 

・俵山幼児園は、複合施設として平成 30年度からは俵山小学校での指定管理

者制度の導入が可能か検討する。 

・菱海保育園は、今後老朽化が進行することから、更新時には、近隣施設と

の複合化を検討する。 

・向津具保育園は、今後老朽化が進行することから、更新時には、向津具小

学校との複合化を検討する。 

配置・再配置

等の考え方 

・小学校区に 1施設を基本とし、今後も継続した運営を実施する。 

・建物や更新時の方向性を考慮し、再配置について検討する。 

管理運営の考

え方や手法 

・直営で管理運営を行うが、今後は民間運営の可能性について検討する。 

・計画的な施設点検を実施し、安心、安全な施設運営を目指す。 

 

■目標面積及び進行管理表 

 ●保育施設目標面積 

★基準面積（平成 25年度末現在）：7,374㎡ 

第 1次プラン 

（H32末） 

第 2次プラン 

（H37末） 

第 3次プラン 

（H42末） 

第 4次プラン 

（H47末） 

抑制率 ％ 

（H28⇒H47） 

６，２３６㎡ ５，３２４㎡ ５，００８㎡ ３，７９３㎡ ▲48.6％ 

    実績  ％ 
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●進行管理表（新設や更新等を検討する施設） 

第 1次プラン 

（H28～H32） 

第 2次プラン 

（H33～H37） 

第 3次プラン 

（H38～H42） 

第 4次プラン 

（H43～H47） 

・通保育園  

・東深川保育園  

・日置保育園  

・俵山幼児園  

・黄波戸保育園  ・向津具保育園 ・菱海保育園 

・宗頭幼稚園 

     

  

施設名 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

通保育園 方向性検討    複合  

東深川保育園  廃止 解体    

日置保育園 方向性検討  更新 廃止・解体   

俵山幼児園 方向性検討  複合    

 

●第一次プラン（H32末まで）の目標事業量 

  ■更新 1施設    ■廃止（撤去含む）1施設   ■検討 0施設 

  ■複合 2施設 

 

 

②児童施設 

 

 

■児童施設の概要 

No 施設名 併設施設 
建築 

年度 

構

造 

地

上 

地

下 

施設延床 

面積（㎡） 

耐震化実施状況 

耐震診断 耐震改修 

1 深川児童クラブ 深川小学校 H24 S 1 
 

136 実施済み 不要 

2 仙崎児童クラブ(仙崎小学校校舎内) 仙崎小学校 

※各学校と同じのため省略 3 三隅児童クラブ(明倫小学校校舎内) 明倫小学校 

4 日置児童クラブ(日置小学校校舎内) 日置小学校 

5 
わいわい子どもセンター（油谷児

童クラブ） 
― H26 W 1 

 
213 不要 不要 

 全体 
     

349 
  

 

 

7‐②児童施設‐（1）児童クラブ 
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■市内配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■関係する個別計画等 

 ●子ども・子育て支援事業計画 ●長門市市有施設耐震化整備方針 

 

■児童施設の第 1次アクションプラン 

No 施 設 名 

建

築

年 

度 

経

過

年

数 

施

設

評

価 

実  施  計  画 

H28 H29 H30 H31 H32 

1 深川児童クラブ H24 3 ① 継     

2 仙崎児童クラブ 仙崎小学校校舎内 

継 3 三隅児童クラブ 明倫小学校校舎内 

4 日置児童クラブ 日置小学校校舎内 

5 わいわい子どもセンター H26 1 ①  継     

 

 

 

 

 

 

 

 

☆前表の第 1次アクションプラン（H28～H32）の標記内容 

継 継続利用する。 
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■施設の個別方針 

（1）児童クラブ 

サービス提供

の方向性 

・児童施設として2施設（3箇所は小学校校舎内）を保有・整備しており、昼

間保護者が労働等により家庭にいない児童に対して、放課後の安定した「遊

び及び生活の場」を提供し、保護者の仕事と子育ての両立支援を支える観点

からサービスを維持する。 

建物の方向性 ・小学校の一部を間借りし実施している3つの児童クラブ（仙崎、三隅、日

置）は、教育委員会と連携を図り、今後も継続した事業運営を行う。 

・2つの児童クラブ（深川、わいわい子どもセンター）については、継続し

た事業運営を行う。 

更新時の方向

性 

・小学校建替えに伴い、児童の管理責任の所在が不明瞭になることから学校

施設内の設置について理解が得られず、別な場所に余儀なく建設してきた

が、今後は同一施設内の設置を目指す。 

配置・再配置

等の考え方 

・放課後児童クラブ及び放課後子ども教室ともに、対象年齢が小学校 6年生

までになったことから、2つの事業の一元化を図る。 

管理運営の考

え方や手法 

・直営での管理運営を継続する。 

・計画的な施設点検を実施し、安心、安全な施設運営を目指す。 

 

■目標面積及び進行管理表 

 ●児童施設目標面積 

★基準面積（平成 25年度末現在）：136㎡ 

第 1次プラン 

（H32末） 

第 2次プラン 

（H37末） 

第 3次プラン 

（H42末） 

第 4次プラン 

（H47末） 

抑制率 ％ 

（H28⇒H47） 

３４９㎡ ３４９㎡ ３４９㎡ ３４９㎡ １５６．６％ 

    実績  ％ 

 

●進行管理表（新設や更新等を検討する施設） 

第 1次プラン 

（H28～H32） 

第 2次プラン 

（H33～H37） 

第 3次プラン 

（H38～H42） 

第 4次プラン 

（H43～H47） 

該当施設なし 該当施設なし 該当施設なし 該当施設なし 

 

●第一次プラン（H32末まで）の目標事業量 

  ■更新 0施設    ■廃止（撤去含む）0施設   ■検討 0施設 

  ■複合 0施設 


